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令
和
三
年
度

学
位
請
求
論
文
（
課
程
博
士
）
要
旨

廬
山
寺
蔵
『
選
択
集
』
の
研
究

春
本
龍
彬

本
稿
は
今
よ
り
八
〇
〇
年
以
上
前
、
鎌
倉
時
代
の
初
め
に
浄
土
宗
の
開
祖
で
あ
る
法
然
が
撰
述
し
た
『
選

択
集
』
を
取
り
上
げ
、
と
り
わ
け
京
都
市
上
京
区
の
寺
院
、
廬
山
寺
が
所
蔵
す
る
『
選
択
集
』
（
「
廬
山

寺
本
」
）
に
着
目
し
、
『
選
択
集
』
の
新
た
な
側
面
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

『
選
択
集
』
に
は
、
一
般
的
に
『
選
択
集
』
諸
本
と
通
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
當
麻
寺
奥
院
が
所
蔵
す
る

『
選
択
集
』
（
「
往
生
院
本
」
）
、
鹿
ヶ
谷
法
然
院
が
所
蔵
す
る
『
選
択
集
』
（
「
延
応
版
」
）
、
江
戸
時
代
初

期
か
ら
中
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
学
僧
義
山
が
開
版
し
た
『
選
択
集
』
（
「
義
山
版
」
）
な
ど
固
有
の
特
徴

を
有
す
る
様
々
な
種
類
の
本
が
存
在
し
て
い
る
が
、
中
で
も
「
廬
山
寺
本
」
は
、
筆
録
さ
れ
た
本
文
の
行

間
を
は
じ
め
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
推
敲
跡
と
見
ら
れ
る
書
き
入
れ
が
数
多
く
遺
っ
て
い
る
状
況
か

ら
、
撰
述
時
の
草
稿
本
に
し
て
、
現
存
最
古
の
写
本
と
評
価
さ
れ
て
い
る
国
指
定
の
重
要
文
化
財
（
旧
国

宝
）
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
廬
山
寺
本
」
に
焦
点
を
あ
て
て
『
選
択
集
』
を
理
解
し
て
い
く
姿
勢
が
史
実
把
握
の

上
で
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
に
も
『
選
択
集
』
撰
述
の
真
相
を
詳
ら
か

に
す
る
べ
く
、
「
廬
山
寺
本
」
に
関
す
る
研
究
が
数
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
「
廬
山
寺
本
」
の
様
子
が
複
雑
で
あ
っ
た
た
め
な
の
か
、
「
廬
山
寺
本
」
の
研
究
は
未
だ
発

展
途
上
に
あ
り
、
書
誌
の
評
価
、
推
敲
跡
の
議
論
、
他
本
と
の
比
較
考
証
等
々
が
充
分
に
行
わ
れ
て
い
な

い
。そ

こ
で
、
本
稿
で
は
筆
者
自
身
に
よ
る
「
廬
山
寺
本
」
の
実
地
調
査
や
津
島
市
西
光
寺
の
地
蔵
菩
薩
像

体
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
新
出
資
料
で
あ
る
『
無
量
義
経
』
以
下
諸
々
の
文
献
に
し
た
が
っ
て
「
廬
山
寺
本
」

の
書
誌
を
変
化
に
留
意
し
つ
つ
今
一
度
整
理
し
た
上
で
、
次
に
分
析
の
余
地
が
あ
る
「
廬
山
寺
本
」
の
推

敲
跡
を
対
象
と
し
て
多
角
的
に
考
察
し
、
更
に
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
「
廬
山
寺
本
」
と
他
本
を
新
た
に
系

統
論
の
視
点
か
ら
思
索
す
る
方
法
で
「
廬
山
寺
本
」
の
研
究
を
体
系
的
に
発
達
さ
せ
、
『
選
択
集
』
の
展

開
過
程
、
す
な
わ
ち
『
選
択
集
』
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
で
き
あ
が
り
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

本
論
は
三
章
で
構
成
し
た
。

第
一
章
で
は
「
廬
山
寺
本
」
が
如
何
に
し
て
形
作
ら
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き

た
か
詳
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
で
は
筆
者
が
行
っ
た
実
地
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
「
廬
山
寺
本
」
の
現

状
を
確
認
し
た
。
第
二
節
で
は
「
廬
山
寺
本
」
の
状
態
か
ら
逆
算
し
、
「
廬
山
寺
本
」
の
原
装
が
折
紙
綴

葉
装
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
第
三
節
で
は
先
行
研
究
の
成
果
を
考
慮
し
つ
つ
、
津
島
市
西
光
寺
所
蔵
の
『
無

量
義
経
』
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
廬
山
寺
本
」
の
筆
跡
を
見
直
す
と
同
時
に
「
廬
山
寺
本
」
と
他
の
資

料
と
の
兼
ね
合
い
を
検
討
す
る
こ
と
で
「
廬
山
寺
本
」
撰
述
時
の
筆
録
者
は
法
然
、
遵
西
、
感
西
、
証
空

の
四
名
で
あ
り
、
且
つ
筆
録
に
あ
た
っ
て
は
和
文
体
の
手
控
え
を
漢
文
体
へ
直
す
、
口
述
筆
記
を
す
る
、

原
典
の
引
用
を
す
る
な
ど
の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
と
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
節
で
は
「
廬
山
寺
本
」
に
遺

さ
れ
て
い
る
書
き
入
れ
を
分
析
し
、
「
廬
山
寺
本
」
に
は
撰
述
時
か
ら
後
世
ま
で
五
月
雨
式
に
書
き
入
れ

が
施
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
察
し
た
。
第
五
節
で
は
多
様
な
文
献
に
登
場
す
る
「
廬
山
寺
本
」
関
連
の
情
報
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に
し
た
が
い
、
最
低
で
も
「
廬
山
寺
本
」
が
法
然
→
円
道
房
→
高
山
寺
→
顕
光
院
→
清
浄
華
院
→
皇
室
→

廬
山
寺
の
順
番
で
伝
持
さ
れ
て
い
っ
た
と
述
べ
た
。
第
六
節
で
は
修
復
の
記
録
を
伝
え
る
「
廬
山
寺
文
書
」

『
重
要
文
化
財
修
理
報
告
書
』
『
平
成
一
四
・
一
五
年
度

京
都
国
立
博
物
館

文
化
財
保
存
修
理
所

修
理
報
告
書
』
を
中
心
に
参
照
し
て
「
廬
山
寺
本
」
が
江
戸
時
代
と
平
成
時
代
に
二
度
大
き
く
修
復
さ
れ

て
い
る
と
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
小
結
で
は
折
紙
綴
葉
装
の
体
裁
を
し
た
も
の
に
法
然
、
お
よ
び
撰
述
に

協
力
し
た
者
達
が
様
々
な
方
法
で
文
字
を
筆
録
し
、
そ
れ
と
平
行
し
て
文
字
を
適
宜
修
正
し
て
い
っ
た
末

に
「
廬
山
寺
本
」
が
完
成
し
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
「
廬
山
寺
本
」
は
完
成
後
に
い
ろ
い
ろ
な
人
物
に

よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
管
理
さ
れ
、
そ
の
中
で
訓
点
や
丁
付
の
よ
う
な
文
字
が
書
き
足
さ
れ
た
り
、

体
裁
が
変
更
さ
れ
た
り
し
て
今
ま
で
来
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。

第
二
章
で
は
「
廬
山
寺
本
」
に
遺
さ
れ
て
い
る
推
敲
跡
の
実
態
を
詳
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
で
は
第
一

章
私
釈
段
に
お
け
る
師
資
相
承
の
問
答
の
裏
書
を
取
り
上
げ
、
道
綽
善
導
流
の
教
え
は
印
度
伝
来
で
あ
る

と
主
張
し
、
且
つ
第
一
章
段
と
第
二
章
段
以
降
の
確
か
な
連
続
性
を
形
成
す
る
た
め
に
師
資
相
承
の
問
答

が
追
記
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
第
二
節
で
は
第
三
章
私
釈
段
に
お
け
る
本
願
成
就
の
問
答
の
削
除
に
注
目
し
、

一
々
の
願
成
就
文
を
例
示
し
な
が
ら
経
文
の
意
義
を
強
調
す
る
た
め
に
問
答
が
見
せ
消
ち
さ
れ
た
と
考
察

し
た
。
第
三
節
で
は
第
五
章
私
釈
段
末
尾
に
確
か
め
ら
れ
る
「
有
智
賢
哲
思
之
応
知
」
の
見
せ
消
ち
に
着

目
し
、
当
初
は
論
理
的
な
確
信
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、
読
者
の
理
解
を
促
進
す
る
目
的
で
「
有
智
賢
哲

思
之
応
知
」
の
一
文
を
使
用
し
た
が
、
後
に
人
間
観
を
優
先
す
る
た
め
に
「
有
智
賢
哲
思
之
応
知
」
の
一

文
を
消
去
し
た
と
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
節
で
は
第
九
章
私
釈
段
に
お
け
る
四
修
の
説
示
に
焦
点
を
あ
て
、

そ
れ
に
推
敲
が
施
さ
れ
た
背
景
に
は
源
信
教
学
か
ら
の
脱
却
、
お
よ
び
善
導
教
学
の
積
極
的
受
容
が
あ
っ

た
と
言
及
し
た
。
第
五
節
で
は
第
十
二
章
私
釈
段
に
お
い
て
加
え
ら
れ
た
廃
立
の
説
示
を
取
り
上
げ
、
善

導
教
学
へ
の
極
力
の
準
拠
を
試
み
る
と
同
時
に
廃
立
義
の
立
場
を
推
奨
し
、
し
か
も
論
理
的
枠
組
み
の
正

統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
廃
立
の
説
示
が
足
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
第
六
節
で
は
第
十
二
章
私
釈
段
で
消
去

さ
れ
た
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
の
説
示
順
序
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
「
寿
観
二
経
説
示
前

後
論
」
を
扱
い
、
と
り
わ
け
「
廬
山
寺
本
」
の
「
寿
観
二
経
説
示
前
後
論
」
に
認
め
ら
れ
る
特
有
の
説
示

へ
注
目
し
、
そ
の
内
容
は
阿
弥
陀
仏
の
願
数
の
相
違
を
思
慮
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
示
さ
れ
た
と
考
察
し
た
。

第
七
節
で
は
第
十
五
章
段
に
お
け
る
『
観
念
法
門
』
の
引
文
に
着
目
し
、
最
初
は
護
念
に
ま
つ
わ
る
新
た

な
内
容
を
展
開
し
た
の
で
「
此
是
亦
現
生
護
念
増
上
縁
」
と
い
う
一
文
が
書
き
記
さ
れ
た
も
の
の
、
最
終

的
に
は
一
貫
性
を
保
持
し
つ
つ
、
増
上
縁
の
語
義
概
念
を
明
確
化
す
る
た
め
に
「
此
是
亦
現
生
護
念
増
上

縁
」
と
い
う
一
文
が
消
去
さ
れ
た
と
明
ら
か
に
し
た
。
第
八
節
で
は
第
十
六
章
私
釈
段
に
お
け
る
選
択
我

名
の
説
示
に
焦
点
を
あ
て
、
選
択
我
名
の
位
置
づ
け
に
配
慮
し
て
接
続
詞
を
変
更
し
、
続
け
て
一
度
は
章

段
の
説
示
と
選
択
義
の
整
合
性
、
あ
る
い
は
道
綽
教
学
の
影
響
を
加
味
し
て
文
章
の
作
成
自
体
を
取
り
や

め
た
が
、
結
局
は
選
択
義
を
敷
衍
す
る
た
め
再
び
文
章
の
作
成
を
実
施
し
た
と
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
小

結
で
は
第
二
章
第
一
節
か
ら
同
第
八
節
の
検
討
結
果
と
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
、
「
廬
山
寺
本
」
撰

述
時
に
法
然
が
修
学
を
経
て
理
解
し
た
仏
教
に
対
す
る
確
信
と
未
解
決
の
問
題
に
対
す
る
不
安
と
の
間
で

葛
藤
を
感
じ
な
が
ら
も
、
称
名
念
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
説
明
す
る
た
め
、
で
き

る
限
り
善
導
教
学
に
立
脚
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
更
に
本
願
に
誓
わ
れ
て
い
る
念
仏
の
正
体

を
一
層
詳
ら
か
に
す
る
べ
く
、
選
択
義
を
可
能
な
範
囲
で
委
細
に
述
べ
る
の
が
最
適
で
あ
る
と
い
う
思
想

を
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
、
そ
れ
が
特
に
法
然
自
身
の
善
導
教
学
へ
の
理
解
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
結
果
、

「
廬
山
寺
本
」
に
推
敲
が
施
さ
れ
、
現
に
そ
の
推
敲
の
痕
跡
が
「
廬
山
寺
本
」
に
遺
さ
れ
て
い
る
と
結
論

づ
け
た
。



3

第
三
章
で
は
「
廬
山
寺
本
」
と
他
本
の
位
置
づ
け
を
詳
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
で
は
「
廬
山
寺
本
」
と

他
本
の
対
校
結
果
を
提
示
し
つ
つ
「
廬
山
寺
本
」
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
と
他
本
の
状
況
を
照

ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
「
廬
山
寺
本
」
と
良
忠
が
「
広
本
」
な
ど
と
呼
称
し
た
本
、
義
山
が
「
稿
本
」
と

表
現
し
た
本
、
大
谷
大
学
所
蔵
の
「
禿
庵
文
庫
本
」
、
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
の
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」

が
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
第
二
節
で
は
「
広
本
」
に
焦
点
を
あ
て
、

「
広
本
」
の
内
容
や
龍
谷
大
学
所
蔵
の
「
存
覚
相
伝
本
」
の
性
格
を
整
理
し
た
上
で
、
「
寿
観
二
経
説
示

前
後
論
」
に
お
け
る
字
句
の
差
異
か
ら
「
廬
山
寺
本
」
と
「
広
本
」
は
初
稿
本
と
中
書
本
の
関
係
に
あ
る

と
考
察
し
た
。
更
に
、
「
広
本
」
か
ら
「
存
覚
相
伝
本
」
が
生
じ
た
と
論
じ
た
。
第
三
節
で
は
「
稿
本
」

に
注
目
し
、
義
山
が
開
版
し
た
「
義
山
版
」
跋
文
の
解
釈
を
検
討
し
つ
つ
、
義
山
が
「
廬
山
寺
本
」
を
閲

覧
し
て
い
た
状
況
を
示
唆
す
る
資
料
に
関
し
て
挙
げ
、
「
廬
山
寺
本
」
と
「
稿
本
」
は
同
一
で
あ
る
と
明

ら
か
に
し
た
。
第
四
節
で
は
「
禿
庵
文
庫
本
」
を
取
り
上
げ
、
「
禿
庵
文
庫
本
」
が
「
廬
山
寺
本
」
の
特

徴
を
継
承
す
る
と
同
時
に
「
廬
山
寺
本
」
に
お
け
る
文
章
訂
正
の
指
示
を
ほ
ぼ
全
て
反
映
し
て
お
り
、
し

か
も
「
廬
山
寺
本
」
に
見
ら
れ
る
長
文
の
欠
文
を
補
完
し
て
い
る
の
で
、
「
廬
山
寺
本
」
と
「
禿
庵
文
庫

本
」
は
定
稿
本
と
清
書
本
の
間
柄
に
あ
る
と
言
及
し
た
。
加
え
て
、
「
禿
庵
文
庫
本
」
の
対
校
本
は
「
広

本
」
系
統
の
本
で
あ
っ
て
、
「
廬
山
寺
本
」
か
ら
「
広
本
」
、
続
い
て
「
広
本
」
か
ら
他
本
へ
展
開
し
て

い
っ
た
流
れ
と
「
廬
山
寺
本
」
か
ら
「
禿
庵
文
庫
本
」
へ
展
開
し
て
い
っ
た
流
れ
が
別
々
に
存
在
し
て
い

た
と
示
し
た
。
第
五
節
で
は
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
に
着
目
し
、
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
の
正
体
が

建
暦
年
間
（
一
二
一
一
・
三
～
一
二
一
三
・
一
二
）
に
開
版
さ
れ
た
「
建
暦
版
」
で
あ
る
事
実
に
触
れ
な

が
ら
、
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
が
「
広
本
」
系
統
の
本
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
た
め
、
「
廬
山
寺
本
」

と
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
、
言
い
換
え
れ
ば
「
建
暦
版
」
は
原
本
と
刊
本
と
い
う
間
接
的
な
関
わ
り
が

認
め
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
小
結
で
は
「
廬
山
寺
本
」
か
ら
派
生
し
た
本
が
「
広
本
」
や
「
禿
庵

文
庫
本
」
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
状
態
の
「
廬
山
寺
本
」
を
起
点
と
し

て
お
り
、
そ
の
上
「
広
本
」
か
ら
も
二
つ
の
系
統
に
分
か
れ
る
幾
つ
か
の
本
が
派
生
し
て
い
て
、
且
つ
第

三
章
で
と
り
わ
け
俎
上
に
あ
が
ら
な
か
っ
た
「
往
生
院
本
」
「
延
応
版
」
「
義
山
版
」
な
ど
の
本
は
、
少

な
く
と
も
「
広
本
」
「
禿
庵
文
庫
本
」
「
大
東
急
記
念
文
庫
本
」
（
「
建
暦
版
」
）
よ
り
内
容
的
に
「
廬
山

寺
本
」
か
ら
遠
い
存
在
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

総
結
は
本
論
で
詳
ら
か
に
し
た
事
柄
を
踏
ま
え
、
『
選
択
集
』
の
展
開
過
程
を
め
ぐ
っ
て
私
見
を
示
し

た
。『

選
択
集
』
の
撰
述
は
、
九
条
兼
実
か
ら
法
然
へ
要
請
が
あ
り
、
法
然
が
九
条
兼
実
の
要
請
に
応
じ
る

形
で
開
始
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
撰
述
が
本
格
的
な
段
階
へ
入
っ
た
際
に
は
、
法
然
が
遵
西
、
感
西
、
証
空
の
協
力
を
得
た
と

判
断
し
て
間
違
い
な
く
、
撰
述
の
現
場
に
お
い
て
は
、
東
大
寺
に
お
け
る
「
浄
土
三
部
経
」
の
講
説
、
お

よ
び
中
原
師
秀
の
た
め
に
開
筵
し
た
逆
修
法
会
等
々
で
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
手
控
え
が
使
用
さ
れ
た
と
推

定
さ
れ
、
併
せ
て
口
述
筆
記
、
並
び
に
原
典
か
ら
の
引
用
作
業
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
結
果
、
『
選
択
集
』

は
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
『
選
択
集
』
が
一
通
り
形
に
な
っ
た
後
に
行
わ
れ
た
の
が
内
容
の
更
新
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
映

さ
せ
た
複
製
本
の
生
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
が
断
続
的
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
理
由
は
、
「
廬

山
寺
本
」
撰
述
時
の
法
然
の
思
想
が
主
に
法
然
自
身
の
善
導
教
学
に
対
す
る
解
釈
を
漸
次
深
め
て
い
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
複
製
本
の
書
写
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
推
敲
半
ば
の
「
廬
山
寺
本
」
に
則
っ
た
「
広
本
」

を
代
表
と
す
る
よ
う
な
種
類
の
本
が
作
ら
れ
、
続
い
て
推
敲
終
了
後
の
「
廬
山
寺
本
」
に
則
っ
た
「
禿
庵
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文
庫
本
」
を
代
表
と
す
る
よ
う
な
種
類
の
本
が
作
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

本
稿
で
論
及
し
た
よ
う
に
、
『
選
択
集
』
は
複
雑
な
展
開
過
程
を
た
ど
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
言
っ
て
み

れ
ば
、
『
選
択
集
』
は
成
長
す
る
書
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。


